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賃借料の情報を提供します

農地法の規定により、砂川市内の農地の実勢賃借料の情報を提供します。

＜賃借料＞

令和２年１月から令和２年１２月までに締結（公告）された農地の賃貸借におけ
る賃借料水準は、以下のとおりとなっています。

令和３年１０月１日 砂川市農業委員会

１ 田（水稲）の部

２ 畑（普通畑）の部

締結（公告）された区域 平均額 最高額 最低額 データ数

砂川市全域 ８,７００円 １２,０００円 ５,６００円 ２０２

３ 畑（玉葱畑）の部

※ 全て１０ａ当たりの額。１００円未満は切り捨て。

締結（公告）された区域 平均額 最高額 最低額 データ数

砂川市全域 ３,４００円 ４,２００円 ３,０００円 ３

締結（公告）された区域 平均額 最高額 最低額 データ数

砂川市全域 １５,３００円 １８,０００円 １５,０００円 １２

農地の貸借契約期間について

農地法第３条の許可による賃貸借は、法定更新(同一条件で自動的に更新）されま
すが、使用貸借及び農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画に係る賃
貸借については法定更新されません。そのため農地を貸し借りしている方は、契約
期間にご注意ください。
農地に関する相談は、地区担当農業委員または、農業委員会事務局までお気軽に

お問い合わせください。


